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「
著
作
権
侵
害
」。
最
近
新
聞
な
ど
で
よ

く
目
に
す
る
言
葉
だ
が
、
住
宅
業
界
も

無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
大
手
住
宅
メ
ー

カ
ー
の
商
品
の
外
観
に
よ
く
似
た
モ
デ

ル
ハ
ウ
ス
を
建
て
た
住
宅
会
社
が
、「
著

作
権
侵
害
」
で
訴
え
ら
れ
た
。
2
0
0

3
年
10
月
、
そ
の
一
審
判
決
が
出
た
。

「
あ
ま
り
に
も
似
過
ぎ
て
い
る
。
問

題
じ
ゃ
な
い
の
か
」

1
9
9
9
年
、
住
宅
大
手
の
積
水
ハ

ウ
ス
本
社
へ
、
あ
る
営
業
所
か
ら
連
絡

が
入
っ
た
。
営
業
所
の
近
く
に
、
自
社

の
商
品
に
よ
く
似
た
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
が

全
く
関
係
の
な
い
住
宅
会
社
に
よ
っ
て

建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
本
社
社
員
が
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
よ
く
似
て
い

る
。
そ
の
他
の
営
業
所
に
確
認
す
る
と
、

同
様
の
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
が
4
カ
所
に
建

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

積
水
ハ
ウ
ス
は
た
だ
ち
に
そ
の
住
宅

会
社
、
サ
ン
ワ
ホ
ー
ム
（
本
社=

山
梨

県
甲
府
市
）
へ
警
告
文
を
送
付
し
、
モ

デ
ル
ハ
ウ
ス
の
使
用
停
止
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
サ
ン
ワ
ホ
ー
ム
は
、

「
何
の
損
害
も
与
え
て
い
な
い
」
と
し

て
「
警
告
は
無
効
だ
」
と
主
張
。
や
り

取
り
は
3
年
後
の
2
0
0
2
年
ま
で
続

き
、
積
水
ハ
ウ
ス
は
交
渉
で
の
解
決
を

あ
き
ら
め
、
02
年
5
月
、
大
阪
地
裁
へ

提
訴
し
た
。
損
害
賠
償
請
求
の
理
由
は

主
と
し
て
「
著
作
権
侵
害
」
だ
っ
た
。

し
か
し
03
年
10
月
、
大
阪
地
裁
は
著

作
権
侵
害
に
つ
い
て
積
水
ハ
ウ
ス
の
主

張
を
棄
却
す
る
判
決
を
下
し
た
。
積
水

ハ
ウ
ス
は
控
訴
し
、
現
在
も
争
っ
て
い

る
（
詳
細
は
72
ペ
ー
ジ
の
「
事
件
フ
ァ

イ
ル
」
参
照
）。

建
物
の
デ
ザ
イ
ン
は

法
律
で
保
護
さ
れ
る
の
か

「
デ
ザ
イ
ナ
ー
ズ
住
宅
」
が
ブ
ー
ム

と
な
っ
て
い
る
現
在
、
住
宅
会
社
に
と

っ
て
は
他
人
事
で
な
い
裁
判
だ
ろ
う
。

自
社
の
デ
ザ
イ
ン
を
ま
ね
し
た
モ
デ
ル

ハ
ウ
ス
が
近
所
に
建
築
さ
れ
た
ら
、
営

業
妨
害
だ
と
怒
り
た
く
も
な
る
。

だ
が
今
回
の
一
審
判
決
を
見
る
限

り
、
そ
の
怒
り
を
法
的
手
段
に
訴
え
る

場
合
に
「
著
作
権
」
を
持
ち
出
す
の
は

あ
ま
り
得
策
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
。

著
作
物
や
著
作
者
の
権
利
を
守
る
法

律
で
あ
る
著
作
権
法
は
、
著
作
物
と
し

て
保
護
さ
れ
る
建
築
物
に
つ
い
て
、

住宅事件簿 52

そ
っ
く
り
な
外
観
で
裁
判
に山梨県に本社を置く中堅住宅会社であるサンワホームが、業界最大手の積

水ハウスに訴えられた。積水ハウスの商品にそっくりのモデルハウスが
「著作権侵害」だという

「
著
作
権
侵
害
」と
訴
え
ら
れ
た
住
宅
会
社

判
決
は
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
に
著
作
物
性
を
認
め
ず

（イラスト：勝田登司夫）
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と
同
様
、
特
徴
が
あ
ま
り
な
く
て
も

「
著
作
物
性
」
が
認
め
ら
れ
る
。

「
あ
る
建
物
と
寸
法
、
形
状
が
全
く

同
じ
も
の
を
第
三
者
が
勝
手
に
作
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
建
築
前
に
、
元
図

面
と
寸
法
、
形
状
を
全
く
同
じ
く
す
る

新
し
い
図
面
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
元
図
面

の
著
作
権
侵
害
に
当
た
る
」（
日
置
さ

ん
）。
た
だ
、
こ
の
場
合
も
著
作
権
侵

害
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
か
な
り
の
部

分
が
「
全
く
同
じ
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
。

控
訴
審
の
争
点
は

不
正
競
争
防
止
法
に
移
行

積
水
ハ
ウ
ス
は
、
著
作
権
侵
害
以
外

に
も
、
サ
ン
ワ
ホ
ー
ム
の
モ
デ
ル
ハ
ウ

ス
は
「
不
正
競
争
防
止
法
違
反
」
だ
と

主
張
し
た
。
カ
バ
ン
な
ど
の
ブ
ラ
ン
ド

品
メ
ー
カ
ー
が
「
コ
ピ
ー
商
品
」
を
排

除
す
る
た
め
に
よ
く
用
い
る
法
律
だ
。

こ
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
形
状
の
模

倣
の
程
度
が
争
点
と
な
っ
た
が
、
一
審

判
決
は
、
外
観
の
形
状
が
一
部
を
除
い

て
異
な
る
こ
と
を
理
由
に
、「
実
質
的

に
同
一
と
い
え
る
ほ
ど
に
酷
似
し
て
い

る
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
、
積
水
ハ

ウ
ス
側
の
主
張
を
棄
却
し
た
。

積
水
ハ
ウ
ス
は
著
作
権
侵
害
の
主
張

「
建
築
の
著
作
物
」
と
い
う
特
別
の
定

義
を
行
っ
て
い
る
。
今
回
の
一
審
判
決

は
、
サ
ン
ワ
ホ
ー
ム
の
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス

が
積
水
ハ
ウ
ス
の
商
品
に
似
て
い
る
か

ど
う
か
を
議
論
す
る
以
前
に
、
積
水
ハ

ウ
ス
の
商
品
は
そ
も
そ
も
こ
の
「
建
築

の
著
作
物
」
に
該
当
し
な
い
と
し
て
、

「
著
作
権
侵
害
」
の
主
張
を
門
前
払
い

し
た
（
73
ペ
ー
ジ
右
上
の
囲
み
参
照
）。

現
代
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
は
、
長
い
歴

史
の
中
で
徐
々
に
洗
練
さ
れ
て
き
た
も

の
だ
。
一
方
で
、
用
途
や
材
料
か
ら
形

状
が
必
然
的
に
決
ま
っ
て
し
ま
う
部
分

も
あ
る
。
著
作
権
法
は
そ
の
た
め
、
よ

ほ
ど
の
芸
術
的
特
徴
が
な
い
限
り
、
建

築
物
の
「
著
作
物
性
」
を
認
め
て
い
な

い
。
弁
護
士
の
日
置
雅
晴
さ
ん
に
よ
る

と
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
建
築
物
本
体
を

巡
っ
て
著
作
権
侵
害
が
認
め
ら
れ
た
判

決
は
な
い
と
い
う
。

「
建
築
の
芸
術
性
と
は
現
在
、
例
え

ば
A
・
ガ
ウ
デ
ィ
の
建
築
な
ど
、
社
会

的
に
だ
れ
が
見
て
も
平
均
レ
ベ
ル
を
超

え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の

を
指
し
て
い
る
」（
日
置
さ
ん
）

た
だ
し
、
建
築
関
係
の
著
作
権
を
巡

っ
て
は
別
の
切
り
口
も
あ
る
。
図
面
の

著
作
権
だ
。
著
作
権
法
で
は
、
図
面
は

「
図
形
の
著
作
物
」
と
し
て
別
に
定
義

さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
書
籍
な
ど

事件ファイル   052

そっくりな外観で裁判に�

　大阪地方裁判所は2003年10月、積水ハウスがサンワホ

ームを訴えていた裁判に判決を下した。サンワホームは

1999年から2000年にかけて、積水ハウスの商品「グルニエ

ダイン・JX大屋根タイプ」とそっくりのモデルハウスを4棟建

築していた。さらに積水ハウスのパンフレットから別商品の

写真をスキャニングし、一部手を加えて自社の広告に使って

いた。積水ハウスは、①商品の外観をまねることは自社の著

作権を侵害し、さらに不正競争防止法違反に当たる②パン

フレットの写真を広告に流用することは著作権侵害に当たる

――などとして、合計3600万円の損害賠償を請求していた。�

事件の概要�

　判決は著作権侵害に対する賠償請求を棄却した。「一般

住宅は著作権法の定める定義に該当しない」という、サンワ

ホームの主張を認めた形だ。ただし、サンワホームがパンフ

レットの写真を流用した事実については、積水ハウスに40万

円の損害を認め、サンワホームに対して流用写真の使用を

禁じた。だが裁判費用は積水ハウスが90％を負担することと

しており、実質的には積水ハウスの敗訴といえる。�

事件の結果�

�上はサンワホームが2000年4月に新潟県燕市で建築したモデル
ハウス。下は積水ハウスの商品である「グルニエダイン・JX
大屋根タイプ」（上写真は本誌、下写真は積水ハウス提供）。
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を
あ
き
ら
め
、
控
訴
審
で
は
不
正
競
争

防
止
法
違
反
な
ど
を
中
心
に
訴
点
を
増

や
し
て
主
張
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

パ
ン
フ
の
写
真
を
複
製
し

加
工
し
て
チ
ラ
シ
に
掲
載

一
審
判
決
が
唯
一
、
積
水
ハ
ウ
ス
側

の
主
張
を
認
め
た
争
点
が
あ
る
。

サ
ン
ワ
ホ
ー
ム
が
積
水
ハ
ウ
ス
の
商

品
の
写
真
を
不
正
利
用
し
た
点
だ
。
サ

ン
ワ
ホ
ー
ム
は
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
の
建
築

に
関
す
る
争
い
が
始
ま
っ
て
い
た
02
年

年
6
月
、
積
水
ハ
ウ
ス
の
「
エ
ム
・
グ

ラ
ヴ
ィ
ス
・
ベ
ル
サ
」
と
い
う
住
宅
商

品
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
写

真
を
複
製
し
、
若
干
の
加
工
を
加
え
て

自
社
の
チ
ラ
シ
を
作
成
し
た
。

積
水
ハ
ウ
ス
側
は
使
用
を
許
可
し
て

お
ら
ず
、
チ
ラ
シ
は
写
真
の
著
作
権
侵

害
で
あ
る
と
し
て
、
す
で
に
モ
デ
ル
ハ

ウ
ス
の
裁
判
が
始
ま
っ
た
後
に
「
第
二

1
一
般
住
宅
の
外
観
デ
ザ
イ
ン
に
は
著
作
権
が
認
め

ら
れ
た
例
は
な
い

2
他
社
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
流
用
は
慎
む
べ
き

3
他
人
が
著
作
権
を
持
つ
写
真
で
は
、
一
部
加
工
し

て
も
元
の
著
作
権
が
重
視
さ
れ
る

こ
れ
だ
け
は
気
を
つ
け
よ
う
！

事
件
」
と
し
て
提
訴
し
て
い
た
（
左
上

の
囲
み
参
照
）。

図
面
が
制
作
者
個
人
の
著
作
物
で
あ

る
よ
う
に
、
写
真
に
は
「
写
真
の
著
作

物
」
と
い
う
定
義
が
あ
り
、
著
作
権
は

原
則
と
し
て
撮
影
者
に
あ
る
。
裁
判
所

は
、
写
真
同
士
を
重
ね
合
わ
せ
て
多
く

の
類
似
点
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
を
理
由

に
、
サ
ン
ワ
ホ
ー
ム
の
チ
ラ
シ
写
真
は

「
原
告
（
積
水
ハ
ウ
ス
）
の
写
真
を
複

製
し
て
作
成
さ
れ
た
」
と
し
て
、
第
二

事
件
の
み
著
作
権
侵
害
を
認
め
た
。

パ
ソ
コ
ン
が
普
及
し
た
現
在
、
写
真

を
デ
ジ
タ
ル
の
画
像
デ
ー
タ
と
し
て
取

り
込
め
ば
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
今
回
の
事
例
も
、
煙
突

や
バ
ル
コ
ニ
ー
の
一
部
を
変
更
し
て
い

た
。
だ
が
、
い
く
ら
加
工
し
よ
う
と
、

元
写
真
の
著
作
権
に
変
わ
り
は
な
い
。

安
易
な
流
用
は
行
わ
な
い
よ
う
注
意
す

べ
き
だ
ろ
う
。

・著作権法により「建築の著作物」として保護される建築物

は、同法2条1項1号の定める著作物の定義に照らして、美的な

表現における創作性を有するものであることを要することは

当然である。通常のありふれた建築物は、著作権法で保護さ

れる「建築の著作物」には当たらないというべきある。

・一般住宅が（中略）「建築の著作物」であるということがで

きるのは、一般人をして、一般住宅において通常加味される

程度の美的要素を超えて、建築家・設計者の思想又は感情と

いった文化的精神性を感得せしめるような芸術性ないし美術

性を備えた場合、すなわち、いわゆる建築芸術といい得るよ

うな創作性を備えた場合であると解するのが相当である。

・本件のように、建築会社がシリーズとして企画し、モデル

ハウスによって、一般人向けに多数の同種の設計による一般

住宅を建築する場合、当該モデルハウスの建築物が、一般住

宅が備える程度の美的な創作性を感得させることはあっても、

建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得

させ、美術性や芸術性を認識させることは、一般的に、極め

てまれなことといわざるを得ない。

・原告建物は、前記認定によれば、通常の一般住宅が備える

美的要素を超える美的な創作性を有し、建築芸術といえるよ

うな美術性、芸術性を有するとはいえないから、著作権法上

の「建築の著作物」に該当するということはできない。

「建築の著作物」に当たらないとされた理由
〈判決文より抜粋〉

写真上は、著作権侵害とされたサンワホームのチラシ
（カラーコピー）。写真下がその元となった積水ハウスの
商品パンフレットの写真。サンワのチラシでは建物左側
のバルコニーがなく、煙突もないが、裁判所は2枚の写
真をOHPで重ね合わせるなどの検証を行い、チラシは積
水ハウスの写真に依拠して作られたことを認定した



建
築
物
の
著
作
権
は
認
め
ら
れ
に

く
い
が
、
写
真
や
図
面
の
著
作

権
は
認
め
ら
れ
や
す
い
。
で
は
赤
の
他

人
が
設
計
・
施
工
し
た
建
物
、
例
え
ば

有
名
な
建
築
物
を
第
三
者
で
あ
る
自
分

が
撮
影
し
て
、
そ
の
写
真
を
自
分
が
使

う
こ
と
は
法
的
に
認
め
ら
れ
る
の
か
。

前
出
の
日
置
雅
晴
弁
護
士
に
よ
る
と
、

著
作
権
法
上
は
問
題
な
い
と
い
う
。

「
す
で
に
完
成
し
て
い
る
『
建
築
物
』

に
つ
い
て
は
、
同
じ
『
建
築
物
』
を
作

ら
な
い
限
り
著
作
権
侵
害
に
当
た
ら
な

い
。
被
写
体
が
『
建
築
物
』
だ
と
し
て

も
、
撮
影
の
成
果
物
は
『
写
真
』
だ
か

ら
、
問
題
な
い
」（
日
置
さ
ん
）

図
面
を
写
真
に
撮
っ
た
場
合
、
そ
れ

は
図
面
の
「
複
製
」
で
あ
り
、
著
作
権

に
触
れ
る
が
、
建
物
な
ら
問
題
は
な
い

と
い
う
。

注
意
し
た
い
の
は
、
著
作
権
法
以
外

の
法
律
だ
。
自
分
で
撮
影
し
た
写
真
は

自
分
だ
け
の
た
め
に
使
う
な
ら
構
わ
な

い
が
、
悪
用
は
許
さ
れ
な
い
。

上
の
囲
み
右
側
の
イ
ラ
ス
ト
は
、
他

人
の
建
築
し
た
建
物
を
撮
影
し
、
そ
れ

を
自
社
の
広
告
に
使
っ
た
場
合
の
「
ダ

メ
な
例
」
だ
。
例
え
ば
、
一
方
的
に
写

真
に
写
っ
た
建
物
を
批
判
し
た
と
す

る
。
そ
れ
が
「
誹
謗
中
傷
」
と
言
え
る

ほ
ど
の
内
容
だ
と
、
建
物
の
設
計
者
や

施
工
者
、
発
注
者
か
ら
、
名
誉
毀
損
を

主
張
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
撮
影
し
た
建
物
を
自
社
の
設
計

や
施
工
だ
と
偽
っ
て
広
告
し
た
ら
、
別

の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
の
広
告
を
き
っ

か
け
に
契
約
し
た
施
主
が
事
実
を
知
れ

ば
、
消
費
者
契
約
法
で
制
限
さ
れ
る

「
虚
偽
説
明
」
を
受
け
た
と
主
張
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。

で
は
、「
立
ち
入
り
禁
止
」
と
さ
れ

て
い
る
建
物
に
入
り
、
内
部
を
勝
手
に

撮
影
し
た
と
し
た
ら
ど
う
か
。
こ
れ
も

や
は
り
著
作
権
法
が
カ
バ
ー
す
る
範
囲

で
は
な
い
。
問
わ
れ
る
と
し
た
ら
建
物

の
持
ち
主
や
居
住
者
へ
の
「
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
侵
害
」
や
「
不
法
侵
入
」
だ
。

個
人
住
宅
に
入
り
込
ん
で
撮
影
し
て

居
住
者
に
断
ら
ず
に
写
真
を
公
開
し
た

ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
だ
。
自
分

が
設
計
、
ま
た
は
施
工
し
た
住
宅
で
も

同
様
。
引
き
渡
せ
ば
施
主
の
も
の
で
あ

り
、
施
主
の
了
承
を
得
ず
に
間
取
り
や

内
部
写
真
な
ど
を
公
開
す
れ
ば
、
や
は

り
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
当
た
る
。

「
現
代
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
非
常
に

重
視
す
る
社
会
だ
。
特
に
、
個
人
住
宅

の
内
部
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
固
ま
り
だ

と
考
え
た
方
が
い
い
」
と
、
日
置
さ
ん

は
話
し
て
い
る
。

（
池
谷
和
浩
＝
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
）
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住宅事件簿 ここが争点

写
真
の
著
作
権

自
分
で
撮
っ
た
有
名
建
築
物
の
写
真
は

広
告
な
ど
に
使
え
る
の
か
？

施主に無許可で雑誌に掲載�

プライバシー侵害の可能性がある�
外観の場合、他人の敷地内に入って撮
影していたら不法侵入に�

だれでも見られる�
建築物�

公道上であれば�
撮影に許可は不要�

こんな家はダメだ！�
名誉毀損の�
可能性がある�

これが�
我が社の実力です！�
消費者契約法における
虚偽説明に当たる�

写真の著作者�

住宅内部はプライバシー空間であり、特に注意
が必要。引き渡した物件の「見学会」で撮影す
る来場者がいたら、撮影の目的を聞いておいた
方がよいかもしれない

撮影行為はだれにもとがめられないが、写真の
使い方は問題になる。イメージカットとして使
うなら、「写真はイメージです」などの断り書
きを入れるべきだろう


